
お問い合わせ先
鹿児島市役所 雇用推進課
（鹿児島市山下町１１－１みなと大通り別館５階）
ＴＥＬ：０９９－２１６－１３２５ ＦＡＸ：０９９－２１６ー１３０３
ＭＡＩＬ：koyosuishin＠city.kagoshima.lg.jp

鹿児島市

鹿児島市
移住支援金
２人以上の世帯は

+18歳未満の子ども１人につき

単身者は

東京圏から鹿児島市へ移住し
就業・起業した方へ

「移住支援金」を支給します！

マグマシティPRキャラクター
火山の妖精「マグニョン」

東京
圏か
ら鹿児

島市へ移住された方へ

100万円
最大100万円
60万円



移住支援金受給の対象かどうかチェック！

※特定の条件を満たせなかった場合、
移住支援金の返還を求める場合があります。

詳細については
鹿児島市の
ホームページで
ご確認ください。

簡易チェックシートですので、
交付要件の詳細はＨＰ等で
ご確認ください

子育て加算 あります！！

18歳未満の子ども同伴で移住した場合は
子ども１人につき最大100万円を加算します

世帯員4人（内18歳未満２人）
100万円 +100万円 +100万円 ＝300万円
2人以上の世帯 子育て加算

＜例＞

※鹿児島市移住支援金の関係人口に関する主な要件
(ア)及び(イ)に該当し、かつ(ウ)から(キ)のいずれかに該当すること

(ア)「かごしま市ＩＪＵ倶楽部」の会員である
(イ) 町内会活動や地域コミュニティ活動に参加する意思を有する
(ウ) 移住前に本市に居住したことがある
(エ) 　〃　　本市に所在する学校に通学したことがある
(オ) 　〃　　本市に所在する事業所で勤務したことがある
(カ) 　〃　　本市にふるさと納税をしたことがある
(キ) 本市が主催する移住希望者を対象とした本人参加型のイベント

に参加したことがある
このほか、就業または個人事業主に関する
要件があります。
詳しくはＨＰでご確認ください。

R7.4改訂版
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鹿児島市へ転入後1年
以内である

転入の直前10年間のうち
通算5年以上
かつ
転入の直前に連続して
1年以上、
東京23区に在住していた

受給対象外

移住前および
支援金の申請時に、
2人以上の世帯である

今後5年以上継続して
鹿児島市に居住し、
就業する意思を
有している

次の①～④のいずれかにあてはまる
【就職】
①鹿児島県就職情報Webサイト
「かごＪｏｂ」に掲載された移住支援金
対象求人に応募し、就業している
②プロフェッショナル人材事業又は先導
的人材マッチング事業を利用して就業し
ている
③本人の意思により鹿児島市に移住し、
引き続き移住前の業務をテレワークで
実施している
④関係人口としての要件(※)を満たし、
鹿児島県内の事業所に通勤している
【起業】
鹿児島県の起業支援金の交付決定を
受けて1年以内である転入の直前10年間のうち通算

5年以上
かつ
転入の直前に連続して1年以上
東京圏に在住し、東京23区に
通勤していた
※雇用者としての通勤の場合、
雇用保険の被保険者に限る
※東京23区内の大学等へ通学
し、東京23区内の企業等へ就
職した場合は、通学期間も含む

移住支援金として
100万円

受給できる可能性が
あります！

移住支援金として
60万円

受給できる可能性が
あります！


